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社会・援謹局の内部組織に関する細則

平成30年10月1日適用

厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)､厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)及び厚生労働省の内部組織に関する訓

令(平成13年厚生労働省剛第1号)に定めるもののほか､社会･援護局の内部組織を次のとおり定め､平成30年10月1日から適用する。

1.組織の名称､数又は定数

謀等の名称

組 織 腺長補佐又

は室長補佐

の定数

専 門 官

名 称 定数

斑

数 名 称

係

数 名 称

主査の

定数

書記付 2 管理係

経理係

2

総務腺

[自殺対策椎遡宝］

3

2

社会福祉専門官

壁下埋退所者地域支損対策官

地域自殺対策計画専門官

１
１

1

3

3

<内1＞

総務係

指導係

企画法令係

(企画函整係）
飼査分析･広報係
地域支援係

保護課

自立推進･指導藍存富

保謹事業室

6

2

<内1＞

3

情報企画専門官

自立推進指導官

医療専門官

生活保膜自立助長専門官

医療扶助適正化計画官

1

2

１
１
１

9

3

6

総務係

予算係

経理係

企画法令係

保蔑係

評価係

基準係

鯛壷係

審査係

飼整係

監存企画擁

生活保麓酷杏係

自立支援係

就労支援係

介膜係

医療係

自治体支援係

医療指導係

1

地域福祉腺

消費生活協同組合業務室

牛活田窮者自立支擾室

↑

[成年後見刺度利用侭遵嶺］

2

<内1＞

2

<内1＞

2

1

地域福祉専門官

生笹指導専門官

牛銘数理専門官

牛活困窮者対策官
牛活嗣窮者支援計画官
事業呼価･支援情報分析官
就労支援専門官

成年後見制度利用促進専門官

1

１
１

１
１
１
１

1

5

2

5

2

総務係

予算係

地域福

生協第一係

生協第二係

企画閥整係
相麟支援係
居住支援係
耽労支援係
一時生活支援係

企画岡整係

自治体支援係

1

1

裡祉基盤塵

[福祉人材砿保対策室］

4

3

社会福祉法人経営指導専門官

社会福祉サービス評価専門官

災害福祉支授専門官

介硬技術専門官

介護禍祉士養成施股指導官

外国人介唆福祉士専門官
介瞳人材確保･広翰戦略対策官

１
１
１

１
１
１
１

8

6

総務係

予算係

握興係

施設係

地域公益事業係

指導係

法人経営指導係

法人指導監査係

マンパワー企画係

指導養成係

資格･賦験係
外国人介膜福祉士支援係

介圃技能実習支援係

介蔑敦育係

1
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腺等の名称

組 織 謀長補佐又

は室長補佐

の定数

専 門 宮

名 称 定数

班

数 名 称

係

数 名 称

主査の

定数

掴睡余画哩

中国残留邦人等支援室

4

4

<内1＞
渉外専門官
(中園残闘邦人等関査専門官）

１
１

<内1＞

2

<内1＞

(企画麺

生活支援斑

3

1

1

1

<内1＞

2

1

<内1＞

2

<内1＞

4

庶務係
経理係

胴塾係

企画法令係

施設指導係

(渉外係）

庶務係
経理係

(企画係）

(囮査企両係）
帰国･受入授護係

自立授瞳係
給付係

地域支援係
監壷係

援獲･業務謀

審杏宝

料室］

5

<内1＞

3

3

不服審査専門官

(システム専門官）

資料専門官

1

1

<内l＞

2

1

3

管理荘

飼壷斑

資料第一狂

資料第二狂

2

1

1

2

<内1＞

2

<内1＞

1

1

1

<内1＞

1

1

2

庶務係
経理係

企画法令係

給付係

恩給係
<戦傷病者援膜係）

瞭務係）
審査係

年金･債権管理係

システム管理係

(庶務係）

飼査係

資料第一係

資料第二係
資料第三係

事業課

事業推進室

4

5

海外資料鯛査官

海外資料分析官
事業専門官
渉外専門官

事業専門官

〆'
』

２
１
１
１

10

1

4

国査狂

事業第一垂

事業第二斑

事業第三斑

事業第四垂

3

1

2

3

1

<内1＞

1

1

1

1

庶務係

経理係
企画法令係

海外資料係

事業
法人

飼在第一係
岡査第二係
飼査第三係

(庶務係）

事業第一係

事業第二係

事業第三係

事業第四係

1
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巳

「

(注）併任の官職(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする職)を下肥の記号で示す。

補 佐……｡。 〈内＞

専門官・係長…･…・ （ ）＝名称､〈内＞＝定数

主 査 ・･…… 〈内＞

計 。｡…… 〈内＞

腺等の名称

組 織 腺長補佐又

は室長補佐

の定数

専 門 官

名 称 定数

斑

数 名 称

係

数 名 称

主査の

定数

障害保健福祉部
企画課

自立支援擾興室

施股管理室

『謄杏指導室］

[アルコール健康障害
対策推准室］

6

<内1＞

4

<内1＞

2

1

4

<内4＞

自立支援給付分析官
陣害福祉計画官
(障害福祉専門官）

(医療専門官）

福祉用具専門官
情報支援専門官
障害者災害対策専門官
障害春芸術文化活動支援専門官

(障害福祉専門官）

，
，
３
２

１
１
３
内
２
内

く
く

１
１
１
１

2

<内2＞

1

<内l＞
(庶務斑） 9

5

5

1

1

<内1＞

総務係

経理係
企画法令係
障害計画係

給付管理係
人材養成･障害昭定係
手当係
統計嗣査係
自治体支援係

飼整係

社会参加支援係

情報･意思疎通支援係
予算係
地域生活支授係

人事係

指導係

整係

のぞみの園係

監杏指導係

鯛整係

障客保健福祉部
障害福祉隈

障害児･発達障害者
支援室

[地域生活支援
推強竃］

4

<内2＞

3

<内2＞

3

<内1＞

自立支援給付専門官
障害福祉専門官
就労支援専門官
人材確保対策専門官
(相談支援専門官）

(障害保健専門官）

障害児支援専門官
発達障害対策専門官
(障害福祉専門官）

発達障害施策胴整官

相鮫支援専門官
虐待防止専門官
(地域移行支援専門官）

(障害福祉専門官）

１
３
１
１
１

ジ
ン
１
１

内
１
内

く
く

少３

１
１
３
内
１
く

う
う
１
３

１
１
１
内
３
内

く
く

◆

8

5

<内1＞

5

<内1＞

総務係

福祉財政係
企両法令係
福祉サービス係
評価･基準係

耽労支援係
飼達推進係
訪問サービス係

企画圃整係
障害児支援係
発達障害者支援係
基準･指導係
(企画法令係）

地域移行支援係
相険支援係
虐待防止対策係
潤査･分析係

〔企画法令係）

障害保健福祉部
精神･障害保健謀

医療観察法医療体制
監備椎強毒

心の健康支援室

依存症対策推進室

[公鱒心理師制度
椎融宝］

5

<内3＞

2

<内1＞

1

<内1＞

3

<内2＞

1

地域移行支援専門官
相談支援専門官
舩務専門官

医療観察鯛整官

心の健康づくり対策官

(障害保健専門官）

PTSD専門官

依存症対策専門官
(相陵支援専門官）

、

１
１
１

1

ジー

１
１
内
１
く

２
１

<内1＞

8

3

3

1

2

<内1＞

総務係
医療財政係

企画法令係

精神医療係
地域精神医療係長
自立支担戻癖
糖神医療施股係
障害支援区分係

指導係

鯛査係
社会復帰支援係

依存症対策係

企画飼整係
(資格･拭験係）

1

計 97

＜内21＞

配
０

12

＜内2＞

154

＜内12＞

8
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2．事務分担表

[書記付］
’

I

[総務課］

’

Ⅲ

山

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

書記 管理係

経理係

主査

主査

1．局長の秘書事務に関すること。

2．局の人事及び国会等の連絡調整等局の庶務的事項に関すること。

1．局の予算及び決算の総括に関すること。
2．他部局及び局内各課との連絡調整に関すること。

1．職員の給与及び職員の福利厚生等職員管理の総括に関すること。

1．局の経理（債権管理及び物品管理等）の総括に関すること。

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

課長補佐

(総括）

総務係 1．課の庶務的事項に関すること。

2．課の所掌事務で他の係に属さない事務に関すること。

課長補佐 指導係 1．予算の編成、執行及び決算に関すること。

2．栄典、表彰及び各種大会に関すること。

3． 日本赤十字社の行う業務に関すること。

4．共同募金に関すること。

5．福祉事務所に関すること。

課長補佐 企画法令係 1．社会福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること （地域
福祉課及び福祉基盤課の所掌に属するものを除く｡)。
2．社会福祉事業の発達、改善及び調整に関すること （子ども家庭局、老健局及び
障害保健福祉部並びに他課の所掌に属するものを除く｡)。

3．法令の制定、改廃、解釈、運用及び関係法令との調整に関すること。
4．公益法人の指導監督に関すること。
5．各種寄付金の募集の許可に関すること。
6．福祉関係税制に関すること。

社会福祉専門官 1．社会福祉に関する調査研究等に関すること。

矯正施設退所者地域支援対策官 1．矯正施設退所者の地域生活定着支援に係る事業の企画及び立案並びに推進に関

すること。

2．矯正施設退所者の地域生活定着支援のための調査及び研究に関すること。
3.矯正施設退所者の地域生活定着支援に係る関係省庁との連絡調整に関すること。
4．都道府県、市町村、社会福祉施設等の関係者への矯正施設退所者の地域生活定
着支援についての助言に関すること。
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[総務課自殺対策推進室］

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

室長補佐 企画調整係

(併）

調査分析・広

報係

1． 自殺総合対策大綱の作成及び推進に関する企画及び調整に関すること。
2． 自殺総合対策大綱の作成に関すること。

3． 自殺総合対策会畿の庶務に関すること。
4． 自殺対策に関する関係省庁及び省内関係各課との連絡調整に関すること。
5．室の予算の編成及び執行の総括に関すること。

6．室の庶務及び室の所掌で他に属さない事務に関すること。

1． 自殺対策に関する年次報告に関すること。

2． 自殺対策の推進に関する関係省庁及び省内関係各課の施策及び予算の取りまと
めに関すること。

3． 自殺対策の推進の基本となる事項の総合的な調査に関すること。

4． 自殺の実態及び自殺対策に関する情報の収集、分析及び検証、発信等に関する

こと ｡

5． 自殺対策の推進に関する国民啓発活動に関すること。

室長補佐 地域支援係 1．都道府県自殺対策計画及び市町村自殺対策計画に関すること。

2． 自殺対策の推進に関する地方公共団体及び民間の団体との連携に関すること。

地域自殺対策計画専門官 1．市町村自殺対策計画の策定状況の把握及び策定支援の検討に関すること。

2．市町村自殺対策計画の実施状況の把握、分析及び検証に関すること。
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[保護課］

’

[保謹課自立推進・指導監査室］

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

課長補佐

(総括）

総務係

予算係

経理係

1．課の庶務的事項に関すること。

2．課の所掌事務で他の係に属さない事務に関すること。

1．生活保識費等の予算の編成に関すること。

1．生活保護費等の執行及び経理状況の把握、分析に関すること。

課長補佐 企画法令係

保護係

評価係

1．法令の制定、改廃、解釈、運用及び関係法令との鯛整に関すること。
2．諸外国の公的扶助制度の調査・研究に関すること。

1．生活、住宅、教育、生業、出産、葬祭の各扶助の運用に関すること。
2．資産保有基準及び扶養程度基準の運用に関すること。

1．生活保謹制度見直しの企画、立案及び調整に関すること。
2．生活保護制度見直しに関する調査、研究及び検証に関すること。
3．生活保護制度見直しに関する関係省庁及び省内関係各課との連絡調整に関する
こと ◎

課長補佐 基準係 1．生活、住宅、教育、出産、生業、葬祭扶助基準及び勤労控除、金銭換算表の改
定に関すること。

2．社会保障審礒会生活保霞基準部会に関すること。
3．最低生活費の研究に関すること。

課長補佐 調査係 1．統計、調査の企画、実施に関すること。

2．統計､調査の解釈及び関係資料の作成に関すること。

3.生活保護基準見直しのための国民生活の実態に関する調査・分析に関すること。

4．新たな生活保護基準の研究企画に関すること。

5．最低生活費に関するパブリックコメント、世瞼調査等に関すること。

課長補佐 審査係 1．再審査謂求に関すること。

課長補佐 主査 1．翫訟に関すること。

2．訴訟に関する関係省庁及び省内関係各課との連絡鯛整に関すること。

情報企画専門官 1．調査、統計のデータ処理及び保護の動向等検索システムにおける企画及び専門
技術に関すること。

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

室長補佐 調整係

監杏企画係

1．生活保護法施行事務監査についての連絡調整に関すること。
2．室の庶務的事項及び室の所掌事務で他の係に属さない事務に関すること。

1．予算の編成、執行及び決算に関すること。

2．生活保護法施行事務監査についての企画に関すること。

室長補佐（併） 生活保護監査

係

1．生活保畿法施行事務監査及びこれに伴う指導に関する事務（自立支援施策の指
導に関する事務を含む6）に関すること。

自立推進指導官（2） 1.都道府県知事及び市町村長が行う被保護者の自立支援施策の指導に関すること。
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[保謹課保護事業室］

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

室長補佐 自立支援係 1．被保護者の自立支援施策に関すること。
2．被保護者の自立支援に関する省内関係各課との連絡調整に関すること。
3．保護施設及び社会事業授産施設の整備及び運営に関すること。

4．貧困ビジネスに関すること。

5．貧困ビジネスに関する関係省庁及び省内関係各課との連絡調整に関すること。

室長補佐 就労支援係 1．被保護者就労支援事業に関すること。
2．被保護者の就労支援を担う人材の育成、研修等に関すること。

3．被保護者就労支援事業に係る関係省庁及び省内関係各課との連絡調整に関する
こと ◎

室長補佐 介護係

医療係

自治体支援係

医療指導係

1．介護扶助の運用に関すること。

1．医療扶助の運用に関すること。

1．医療扶助の適正化に関する補助金等の予算の編成及び執行に関すること。
2． 自治体の事業実施状況の把握、分析に関すること。

1．指定医療機関に関する検査についての企画に関すること。

2．指定医療機関に関する検査及びこれに伴う指導に関する事務に関すること。

医療専門官 1．生活保護制度における医療技術、医療扶助関係職員の指導訓練及び医療扶助の

鯛杏、企画に関すること。

生活保護自立助長専門官 1．就労支援や生活支援機能を強化していく方策の検討等被保護者の自立助長に関

すること。

2．被保護者の自立更生を目的とする運用面の改善及び指導に関すること。

医療扶助適正化計画官 1．医療扶助の適正化に関する施策の作成に関すること。

2．各自治体の適正化対策の進捗状況の評価に関すること。
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[地域福祉課］
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[地域福祉課消費生活協同組合業務室］

’

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務 ．

課長補佐

(総括）

総務係

予算係

地域福祉係

ボランティア

係

主査

1．課の庶務的事項に関すること。

2．課の所掌事務で他の係に属さない事務に関すること。

1．予算の編成、執行及び決算に関すること。

1．地域福祉に関する調査、企画、指導、調整に関すること。

2．社会福祉協議会に関すること。
9

3．地域福祉計画に関すること。

4．地域福祉センターの運営指導に関すること。

5．市町村地域福祉計画の策定に係る指導に関すること。
6．都道府県地域福祉支援計画の策定に係る指導に関すること。

1．ボランティア活動の促進を図るための基本指針に関すること。

2．ボランティア活動に関する調査、企画、調整、普及及び広報に関すること。

3．全国ボランティア活動振興センター、都道府県ボランティアセンターに対する

導及び助言に関すること。

4．民生委員に関すること。

1．地域福祉に関する法令の制定、改廃、解釈、運用及び関係法令との調整に関す
ること ◎

2．地域福祉に関するモデル事業の実施、効果測定、分析・検証に関すること。

課長補佐（併） 生活改善係 1．地域改善対策事業に関すること。

2．同和関係団体の交渉、陳情に関すること。

3．不良環境地区対策事業に関すること。
4．アイヌ生活向上関連施策に関すること。

5．住宅地区改良事務に関すること。

6．公営住宅事務に関すること。

地域福祉専門官 1．地域福祉に関する調査、研究、専門的技術指導に関すること。

2．国内外ボランティア活動等の調査、研究に関すること。

3．企業ボランティア、住民参加型サービスに関すること。

課長補佐等 係等の名称 所 掌． 事 務

室長補佐 生協第一係

生協第二係

主査

1．生協の監督事務に係る共通的な企画、立案及び調整に関すること。

2．共済事業に係る許認可に関すること。

3．共済事業に係る所得税、相続税控除に関すること。

1．供給、医療及び利用事業等の共済事業以外に係る認可に関すること。
2．模範定款例に関すること。

3．生協に関する予算編成、執行及び決算に関すること。
4．生協の実態調査に関すること。

1．共済事業の経営健全性に係る専門的指導等に関すること。 ．

室長補佐（併） 1．生協の検査にかかる企画、立案及び調整に関すること。

生協指導専門官 1．生協に係る調査、研究、研修、専門的技術指導に関すること。

2．共済事業の共済数理に関すること。

生協数理専門官 1．共済事業の許認可に係る数理的な指導等に関すること。



△
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[地域福祉課生活困窮者自立支援室］

[地域福祉課成年後見制度利用促進室］

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

室長補佐 企画調整係

相談支援係

居住支援係

1．生活困窮者自立支援制度に関する法令の制定、改廃、解釈、運用及び関係法令
との調轄に関すること。

2．評価指標に基づく各事業の施行状況の把握に関すること。

1．生活困窮者の自立支援施策に関する総合的な連絡調整に関すること。

2．室の予算の編成、執行及び決算に関すること。
3． 自立相険支援事業に関すること。

4．家計相鮫支援事業に関すること。
5．生活福祉資金に関すること。
6．その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業に関すること。

1．生活困窮者の居住支援施策に関すること。 ．

2．住居確保給付金に関すること。
／

室長補佐 就労支援係

一時生活支援

係

1．就労準備支援事業に関すること。

2．就労訓練事業に関すること。

3．生活困窮家庭の子どもへの学習援助事業に関すること。

1．一時生活支援事業に関すること。
2．－時生活支援事業以外のホームレス対策に関すること。

3．ホームレスに係る実態調査に関すること。

4．ホームレスの自立の支援等に関する基本方針の策定及び実施計画策定の支援に
関すること。

生活困窮者対策官 1，生活困窮者（ホームレスを含む）に係る総合的対策の企画立案に関すること。
2．国内外における生活困窮者（ホームレスを含む）に関する調査、研究及び専門
的技術指導に関すること。

生活困窮者支援計画官 1．生活困窮者自立支援制度の計画実施に関する企画・立案に関すること（就労準

備支援事業及び就労訓練事業に関することを除く｡)。
2．生活困窮者自立支援制度の支援を担う人材及び特定非営利活動団体等民間支援
団体の養成全般に関すること。

事業評価・支援情報分析官 1．生活困窮者自立支援情報の収集・分析に関すること。
2．生活困窮者支援情報システムの運用に関すること。

3． 自治体への個別指導・支援に関すること。

就労支援専門官 1．就労準備支援事業及び就労訓練事業に関する企画・立案に関すること。
2．事業者の開拓・確保に関すること。

3．関係団体等のネットワーク形成支援に関すること。

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

室長補佐 企画調整係

自治体支援係

1．成年後見制度利用促進施策に関する総合的な連絡調整に関すること。

2．予算の編成、執行及び決算に関すること。
3．成年後見制度利用促進基本計画に関すること。

1． 自治体の成年後見制度利用促進基本計画の策定に係る指導に関すること。

2．地域連携ネットワーク構築の支援に関すること。

3． 日常生活自立支援事業に関すること。
4．その他、成年後見制度の利用促進を図るために必要な事業に関すること。

成年後見制度利用促進専門官 1．成年後見制度の利用促進に係る総合的対策の企画立案に関すること。
2．成年後見制度の利用促進に関する調査、研究、専門的技術指導に関すること。
3．成年後見制度に関わる人材の確保に関すること。
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[福祉基盤課］
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課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

課長補佐

(総括）

総務係

予算係

振興係

1．課の庶務的事項に関すること。
2．課の所掌事務で他の係に属さない事務に関すること。

1．予算の編成、執行及び決算に関すること。

2．社会福祉施設の整備に関する連絡調整に関すること。
3．社会福祉施設の被災状況の調査等に関すること。

1．独立行政法人福祉医療機構法（医政局医療経営支援課、障害保健福祉部企画課
及び年金局資金管理課の主管に属するものを除く）及び社会福祉施設職員等退職
手当共済法の施行に関すること。

2．社会福祉施設に係る財政投融資資金計画に関すること。
3．民間資金補助金の配分調整に関すること。

課長補佐 指導係 1．法令の制定、改廃、解釈、運用及び関係法令との調整に関すること。
2．社会福祉施設の整備運営に係る計画の策定及び各種調整、研究、統計に関する
こと 。

3．謂願の処理に関すること。

4．社会福祉に関する事業に係る福祉サービスに関する苦情の解決に関すること。
5．社会福祉法人制度に関する企画立案及び調整に関すること。

課長補佐 施設係

地域公益事業

係

1．社会福祉施設の運営及び措置費（運営費）に関する連絡調整に関すること。

1．地域公益事業の実施状況の把握・情報収集、評価・分析に関すること。
2．社会福祉法人の財務状況にかかる現状の把握・分析に関すること。
3．社会福祉充実計画にかかる承認に関すること。

課長補佐 法人経営指導

係

法人指導監査

係

1．社会福祉法人の経営及び事業推進にかかる方策の企画立案及び調整に関するこ
と ◎

2．社会福祉に関する事業を実施する者への助言・指導に関すること。
3．社会福祉経営にかかる現状の把握・分析に関すること。
4．社会福祉経営にかかる各種の調査・研究に関すること。
5．社会福祉法人の認可に関すること。

1.．社会福祉法人指導監査の事務に関すること。
2．社会福祉法人指導監査についての連絡調整及び企画に関すること。

社会福祉法人経営指導専門官 1．社会福祉法人の経営合理化の推進等に関すること。

社会福祉サービス評価専門官 1.社会福祉に関する事業に係る福祉サービスの評価事業の企画立案に関すること。
2．社会福祉に関する事業に係る福祉サービスの評価事業の情報収集、分析及び情
報提供に関すること。

災害福祉支援専門官 1．災害福祉支援ネットワークの企画立案及び調整に関すること。
2．災害福祉支援ネットワークにかかる現状の把握・分析に関すること。
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[福祉基盤課福祉人材確保対策室］

1 1 1

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

室長補佐 マンパワー企

画係

指導養成係

資格・試験係

介護教育係

1．社会福祉に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材（以下「福祉
マンパワー」 という｡）確保対策の企画立案に関すること。
2．福祉マンパワー関係の統計及び調査に関すること。

3．福祉マンパワーの需給見通しの策定に関すること。

4．福祉マンパワー確保対策の基本指針の策定及び措置状況の把握に関すること。

5．関係部局及び関係団体等との連絡調整に関すること。

1．福祉人材センターに関すること。

2．福利厚生センターに関すること。

3．社会福祉研修センターに関すること。
4． 日本社会事業大学に関すること。

1．社会福祉士及び介護福祉士試験に関すること。
2．社会福祉士及び介護福祉士指定養成施設の指定及び指導監督に関すること。
3．社会福祉士及び介護福祉士に関する関係機関との連絡調整に関すること。
4．介護福祉士等修学資金貸付事業に関すること。
5．社会福祉主事に関すること。

1．介護人材の資質向上に係る企画立案及び調整に関すること。
2．介護人材の資質向上に係る情報収集、分析に関すること。

室長補佐 外国人介護福

祉士支援係

介護技能実習

支援係

1．外国人介護福祉士候補者の支援に係る企画立案及び実施に関すること。
2．外国人介護福祉士候補者に係る研修プログラムの策定に関すること。

3．外国人介護福祉士候補者受入後の実態把握及び情報提供に関すること。
4．外国人介護福祉士候補者及び受入施設に対する助言・指導及び相談支援に関す
ること ｡

5．外国人介護福祉士候補者の介護技術・知識、日本語能力等の習熟度の実態把握、
評価・分析に関すること。

1．介護職種の実習生や監理団体等からの相談・支援に関すること。

2．技能実習計画（介護固有要件部分）の認定業務に関すること。
3．外国人技能実習機構との連絡調整に関すること。

室長補佐 主査 1．介護職員等による医療的ケアの実施に関する法令の制定、改廃及びその解釈に
関すること。

2．介護職員等による医療的ケアの実施に関する情報の把握・整理・集計に関する
こと ｡

3．介護職員等による医療的ケアに関する指導・監督に関すること。

4．介護職員等に対する研修の実施に関する企画・立案、予算の要求・執行に関す
ること ｡

5．介護職員等に対する研修の検証・検討及び当該研修の実施支援に関すること。

介護技術専門官 1．介護専門技術に関する調査研究に関すること。

2．介護福祉士国家試験に関する専門的技術的事項に関すること。

介護福祉士養成施設指導官 1．介護福祉士指定養成施設及び社会福祉士指定養成施設の認可、指定基準に係る

指導監督及び調査に関すること。 ．

外国人介護福祉士専門官 1．外国人介護福祉士受入れに係る諸外国の制度及び実態調査に関すること。

2．外国人介護福祉士受入れに係る諸外国との協議、調整に関すること。
3．外国人介護福祉士受入れに係る諸外国との協議、調整に付随する関係省庁、省
内関係部局及び関係団体との協議、調整に関すること。

4．外国人介護福祉士受入れに係る国内受入支援組織の指導及び相談支援に関する
こと ｡

5．外国人介護福祉士の介護研修の実施状況の把握に関すること。
6．外国人介護福祉士の日本語研修実施機関との連絡調整に関すること。

7．外国人介護福祉士の雇用と滞在管理に関する関係機関との連絡調整に関するこ
と ｡

3．国内の介護需要の実態把握に関すること。
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[援護企画課］

一

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

課長補佐

(総括）

庶務係

経理係

調整係

1．課の庶務的事項に関すること。

1．予算要求及び執行に関すること。

1． 旧陸海軍関係の叙位叙勲の審査、申達に関すること。

2．表彰及び式典等に関すること。

課長補佐

(企画法令）

企画法令係 1．課の所管法令等の制定、改廃、解釈、運用及び関係法令と
の調整に関すること。

課長補佐

(施設指導）

施設指導係 1．昭和館及びしょうけい館の事業・運営に係る企画、調整及
び指導に関すること。

2．戦傷病者福祉事業に関すること。

課長補佐

(渉外）

渉外係（併） 1．国内外の関係機関との渉外に関すること。

2．厚生労働省設置法（平成十一年法律第九十七号）第四条第
一項第百三号から第百五号までに掲げる事務に関する専門的

知識の習得のための研修に係る実施計画の策定及び総合調整
に関すること。
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[援護企画課中国残留邦人等支援室］
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室長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

室長補佐

(総括）

庶務係

経理係

1．室の庶務的事項に関すること。

1．予算要求及び執行に関すること。

室長補佐（併）

(企画）

企画班（併） 企画係（併） 1．中国残留邦人等への新規施策の企画に関すること。

室長補佐

(調査・帰国援護）

調査企画係（併）

帰国・受入援護係

1．中国残留邦人等の情報公開調査等の企画立案及び調査業務

の総合調整に関すること。

2．中国残留邦人等の調査に関すること。

3．中国残留邦人等の就籍援助に関すること。

1．中国残留邦人等の永住帰国及び一時帰国に関すること。

2．帰国者の居住予定地の決定に関すること。

3．身元引受人に関すること。

4．定着促進センターに関すること。

室長補佐

(自立援護）

生活支援班 自立援護係

給付係

地域支援係

監査係

1．支援・交流センターに関すること。
2．国民年金保険料追納一時金に関すること。

3．普及啓発事業に関すること。

4．中国残留邦人等実態調査に関すること。

1．中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者に対する支援

金の支給に関すること。

2．支援･相談員に関すること。

1．中国残留邦人等地域生活支援事業に関すること。

1．中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者に対する支援

金の藍杳に関すること。

渉外専門官 1．中国残留邦人に係る訴訟等渉外事項に関すること。

中国残留邦人等調査専門官（併） 1．中国残留邦人等の専門的な調査に関すること。



[援護・業務課］ 、

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

課長補佐

(総括）

庶務係

経理係

1．課の庶務的事項に関すること。

1．予算要求及び執行に関すること。

課長補佐

(法令）

企画法令係 1．課の所管法令等の制定、改廃、解釈、運用及び関係法令と

の調整に関すること。

2．戦傷病者戦没者遺族等援護法の施行の総括に関すること。

課長補佐

(給付）

給付係 1．戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法等の施行に関す

ること。

課長補佐

(恩給・戦傷病者

援護）

恩給係

戦傷病者援護係

(併）

1． 旧軍人等の普通恩給、傷病恩給等の審査に関すること。

1．障害年金の審査及び裁定に関すること。
2．障害年金受給者の受給権調査、諸元の管理及び年額改定に
関すること。

3．戦傷病者特別援護法等の施行に関すること。

課長補佐（併） 1．現障害又は死因と原爆被爆との因果関係に関すること。

不服審査専門官 1．援護審査会の運営、遺族年金等の不服審査に関すること。
2．障害年金等の礒決案件の審査に関すること。
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[援護・業務課審査室］
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室長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

室長補佐

(総括・審査）

庶務係（併）

審査係

1．室の庶務的事項に関すること。

1．遺族年金、遺族給与金及び弔慰金の審査及び裁定に関する
こと ｡

室長補佐

(年金・債権管理）

管理班 年金・債権管理係 1．遺族年金及び遺族給与金受給者の受給権調査、諸元の管理

及び年額改定に関すること。

2．遺族年金及び遺族給与金の支払業務の総合調整に関するこ

と。

3．遺族年金及び遺族給与金の返納金債権に係る債務者調査及

び返納金債権の管理に関すること。

室長補佐

(システム）

システム管理係 1．援護システムの運用管理に関すること。

2.援護システムの運用に係る都道府県への指導に関すること。

システム専門官（併） 1．援護システム全般の企画調整に関すること。



[援護・業務課調査資料室］

室長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

室長補佐

(庶務・調査）

調査班

庶務係（併）

調査係

1．室の庶務的事項に関すること。

1．未帰還者の調査に関すること。
2． 旧ソ連、モンゴル抑留者資料の整理及び死亡記録の通知に

関すること。

室長補佐

(資料・陸軍）

資料第一班 資料第一係 1．旧陸軍部隊関係資料の整理保管に関すること。

2． 旧陸軍軍属の軍歴調査、証明に関すること。

室長補佐

(資料・海軍）

資料第二班 資料第二係

資料第三係

1．外地出身軍人軍属の身上処理に関すること。

2． 旧海軍部隊関係資料の整理保管に関すること。

3． 旧海軍軍人軍属の軍歴調査、証明に関すること。

資料専門官（陸軍） 1．旧陸軍部隊関係資料等に係る専門的な業務に関すること。

資料専門官（海軍） 1．旧海軍部隊関係資料等に係る専門的な業務に関すること。
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課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

課長補佐

(総括）

庶務係

経理係

企画法令係

1．課の庶務的事項に関すること。

1．予算要求及び執行に関すること。

1．課の所管法令等の制定、改廃、解釈、運用及び関係法令と
の調整に関すること。

2．関係国との調整に関すること。

課長補佐

(海外資料）

海外資料係 1．国内外の関係機関が保有する埋葬地情報等の資料に関する
こと ◎

課長補佐

(事業推進・法人

指導）

事業推進係

法人指導係

1．遺骨収集事業の推進に関すること。

1．指定法人の指導監督に関すること。

課長補佐

(遺骨・遺留品）

1

調査班 調査第一係

調査第二係

調査第三係

主査

1．遺骨の調査及び伝達等に関すること。

1．慰霊碑に関すること。

2．遺骨引渡式に関すること。

1．遺留品の調査及び伝達に関すること。

2．遺骨の人種鑑定に関すること。

1．遺骨のDNA鑑定に関すること。

海外資料調査官（2） ． 1．国内外の関係機関が保有する埋葬地情報等の資料の調査に
関すること。

海外資料分析官 1．国内外の関係機関が保有する埋葬地情報等の資料の分析に

事業専門官 1．国内外の関係機関が保有する埋葬地情報等に係る専門的な

業務に関すること。

渉外専門官 1.．特にフィリピン国立博物館で保管されている遺骨の送還に

関すること。

2．特にフィリピン国内における遺骨収集実施に係る各種調整
に関すること。



●

[事業課事業推進室］

グ

Q

室長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

室長補佐

(総括）

庶務係（併） 1．室の庶務的事項に関すること。

室長補佐

(慰霊事業（太平

洋・沖縄)）

事業第一班 事業第一係 1．太平洋地域及び沖縄における遺骨の収集、本邦への送還、
墓参等に関すること。

室長補佐

(慰霊事業（旧ソ

琿・モンゴル・東

アジア)）

事業第二班 事業第二係 1．旧ソ連、モンゴル及び東アジア地域における遺骨の収集、
本邦への送還、墓参等に関すること。

室長補佐

(慰霊事業（硫黄
島)）

事業第三班 事業第三係 1．硫黄島における遺骨の収集、本邦への送還、墓参等に関す
ること 。

室長補佐

(慰霊事業(東南ア

ジア・南アジア)）

事業第四斑 事業第四係 1．東南アジア地域及び南アジア地域における遺骨の収集、本

邦への送還、墓参等に関すること。

事業専門官（10） 1．遺骨の収集、本邦への送還、墓参等に係る専門的な業務に
関すること。
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課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

課長補佐 庶務班

(併）

総務係

経理係

1．部長の秘書事務に関すること。

2．部の人事及び国会等の連絡調整等部の庶務的事項に関すること。
3．課の庶務的事項及び他の係に属さない事務に関すること。
4．職員の給与及び福利厚生等職員管理の総括に関すること。

1．部の予算及び決算の総括に関すること。
2．部の予算に関する他局及び各課の調整に関すること。
3．部の経理（債権管理及び物品管理）の総括に関すること。

課長補佐 企画法令係 1．法令の制定､改廃<解釈､運用及び関係法令との調整に関すること。
2．不服審査に関すること。

3．社会福祉法人の認可及び指導監督に関すること。
4公益法人の指導監督に関すること。

課長補佐 統計調査係

自治体支援
係

1．障害者に係る調査・統計の企画及び実施に関すること。
2．障害者に係る調査・統計の分析に関すること。

1．障害者総合支援法の施行に係る自治体支援に関すること。

課長補佐 人材養成・

障害認定係
1．身体障害者手帳及び療育手帳に関すること。
2．身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所の運営指導に関す
ること。

3．身体障害者福祉司及び知的障害者福祉司に関すること。
4．厚生労働科学研究（障害者施策に関することに限る｡）に関するこ
と。

5．障害福祉事業従事者に対する指導養成・訓練に係る企画及び立案並
びに各省庁及び関係団体等との調整に関すること。

課長補佐 手当係

障害計画係

給付管理係

1．特別児童扶養手当、特別障害者手当に関すること。
2．心身障害者扶養共済制度に関すること。

1．市町村障害福祉計画及び都道府県障害福祉計画に関すること。
2．障害者基本計画、都道府県障害者計画及び市町村障害者計画に関す
ること。

1．障害者総合支援法における給付費支払システムの開発、監理及び運
用等に関すること。

2．業務管理体制の整備に係るシステムの開発、監理及び運用等に関す

ること。

3．障害者総合支援法における給付費支払システム等に係る自治体との
協議、連絡調整に関すること。

4．障害福祉サービス等の給付に係るデータ等の管理に関すること

課長補佐（併） － 1．心身障害者扶養共済制度に係る数理的分析に関すること。

自立支援給付分析官 1． 自立支援給付に関する評価及び分析に関すること。

障害福祉計画官 1．障害福祉計画の基本指針に関すること。

2．障害福祉計画の総合的分析や評価に関すること。

障害福祉専門官（3うち併3） 1．身体障害者のリハビリテーションの鯛査研究に関すること。
2．身体障害者福祉の専門的事項の調査研究に関すること。

医療専門官． （2うち併2） 1．医学的専門的事項に関すること。
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[企画課自立支援振興室］

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

室長補佐 調整係

予算係

1．障害者の社会参加に係る障害関係団体との連絡調整に関すること （社会福祉法

人の認可及び指導監督に関することを除く｡)。

2．栄典・表彰（社会参加支援係の所掌に属する事務を除く｡）に関すること。

3．室の庶務的事項及び室の所管事務で他の係に属さない事務に関すること。

1．室の予算、執行、決算等の総括に関すること。
2．高齢者・障害者福祉基金、民間補助金等に関すること （障害者の福祉に係るも

のに限る｡） ｡

3．国際障害者交流センターに関すること。

室長補佐 社会参加支援

係

情報・意思疎

通支援係

1．障害者のレクリエーションに関すること。

2．社会福祉事業功労者及び自立更生等厚生労働大臣表彰に関する栄典・表彰に関

すること。

3．障害者芸術文化祭の開催に関すること。

4．補装具及び障害者の日常生活用具に関すること。

5．身体障害者補助犬法に関すること。

6．障害関係団体に対する補助・委託事業に関すること （係の所掌に限る｡)。
7．地域生活支援事業に関すること （係の所掌に限る｡）

8．障害者の社会参加に係る啓発・普及に関すること。

9．障害者の社会参加に係る調査に関すること。

｡

1．障害者の情報・意思疎通支援の推進に関すること （視聴覚障害者情報提供施設
を含む｡） 。
2．手話通訳者技能についての審査・証明事務に関すること。

3．障害者のITの利活用に関すること。

4．障害関係団体に対する補助・委能事業に関すること（係の所掌に限る｡)。
5．地域生活支援事業に関すること （係の所掌に限る｡） ⑨

室長補佐 地域生活支援

係

1．地域生活支援事業の総括に関すること。

2．移動支援、地域活動支援センターに関すること （他課、他係に属さない地域生
活支援事業を含む｡)。

3.地域生活支援事業の分析評価に関すること。

4．地域生活支援事業に係る調査の企画及び実施に関すること。

5．小規模作業所に関すること。

室長補佐（併） － 1．法令の制定、改廃等に関すること。

情報支援専門官 1．情報支援に係る研究、開発、情報の収集及び普及指導に関すること。
2．障害者に対する情報施策に関する専門技術指導に関すること （手話通訳等を含
む｡） ◎

3. 1Tの利活用に関する専門技術指導に関すること。

福祉用具専門官 1．福祉用具の規格化、標準化に関すること。

2．福祉用具の研究、開発、情報の収集及び普及指導に関すること。

3．補装具及び障害者の日常生活用具に関すること。
4．身体障害者補助犬法に関すること。

障害者災害対策専門官 1．障害者の災害対策に関すること。
4．災害時における障害者支援に関すること。

障害者芸術文化活動支援専門官 1．障害者の芸術文化活動支援に係る専門的事項に関すること。
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[企画課監査指導室］

l
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[企画課アルコール健康障害対策推進室］
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課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

室長補佐 企画調整係

予算係

人事係

指導係

1．室内事務の調整に関すること。

2．国立障害者リハビリテーションセンターの業務統計に関すること。
3．国立施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園及び心身障害

者総合医療療育センター（以下「国立施設等」 という｡）に係る諸会蟻及び行事
に関すること。

4．室の庶務的事項及び室の所掌事務で他の係に属さない事務に関すること。

1．室の予算、決算、経理に関すること。

2．国立施設の固有財産、物品管理に関すること。

3．国立施設の施設整備に関すること。

4．国立施設の公務員宿舎に関すること。

1．国立施設職員の任免に関すること。

2．国立施設職員の給与、分限、服務に関すること。

3．国立施設職員の定数管理、組織及び定員に関すること。
4．国立施設職員の職員団体に関すること。

5．国立施設職員の公務員宿舎の使用に関すること。
6．国立施設職員の栄典に関すること。

1．国立施設入所者の更生指導に関すること。

2．国立障害者リハビリテーションセンターの学院、研究所並びに病院に係る運営
指導に関すること。

3．国立施設の調査研究、情報の処理に関すること。
4
●国立施設の入所者自治会に関すること。

5．国立施設の職員の研修に関すること。

6．国立施設の運営のあり方に関すること。

室長補佐 のぞみの園係 1．独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の組織及び運営一般に関
すること。

2．心身障害児総合医療療育センターの指導、監督、助成等に関すること。

障害福祉専門官（2うち併2） 1．国立施設等の運営に関する専門技術指導に関すること。
2．国立施設の運営のあり方に関すること。

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

室長補佐 監杏指導係 1．監査の企画及び監査事務に関すること。

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

室長補佐

(4うち併4）

鯛整係（併） 1．アルコール健康障害対策推進基本計画の策定（変更に係るものに限る｡）及び
推進に関する企画及び關整に関すること。
2．アルコール健康障害対策関係者会議の庶務に関すること。
3．アルコール健康障害対策に関する関係省庁及び省内関係各課等との連絡調整に
関すること。

4．室の予算の編成及び執行に関すること。
5．アルコール健康障害対策の推進に関する関係省庁及び省内関係各課の施策及び
予算の取りまとめに関すること。

6．アルコール健康障害の実態及びアルコール健康障害対策に関する情報の収集、
分析及び検証、発信等に関すること。

7．アルコール健康障害対策の推進に関する普及・啓発に関すること。
8．室の庶務的事項に関すること。
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●

[障害福祉課］

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

課長補佐 総務係

福祉財政係

1．課の庶務的事項及び課の所掌で他の係に属さない事務に関すること。

1．課の予算、執行、決算等の総括に関すること。

2．社会福祉施設整備費に関すること。

課長補佐 企画法令係 1．法令の制定、改廃等に関すること。
2．法人の認可・指導等に関すること。

3．利用者負担に関すること。

課長補佐（併） 福祉サービス

係

評価・基準係

1．生活介護事業に関すること。

2．短期入所事業に関すること。

3．施設入所支援に関すること。

4．身体障害者、知的障害者、精神障害者の経過措置施設（福祉工場、小規模通所
授産施設を除く｡）に関すること。

1．指定障害福祉サービスの事業等に係る人員、般備及び運営基準の総括に関する
こと 。

2．指定障害福祉サービス等の費用の額（報酬）の算定基準の総括に関すること。

3．経営実態調査及びサービス提供実態調査に関すること。
4．指定障害福祉サービスに係る評価・分析に関すること。

課長補佐（併） 就労支援係

調達推進係

訪問サービス

係

1．障害者の就労支援に関すること。
2．就労移行支援・就労継続支援事業に関すること。
3．障害者の福祉施策と雇用就業施策との連携・調整に関すること。
4．福祉工場、小規模通所授産施設に関すること。

1．障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関すること。

2．各省庁及び地方公共団体並びに関係団体等との調整に関すること。

1．居宅介護、重度訪問介護、行動援護事業及び同行援護事業に関すること。
2．重度障害者等包括支援事業に関すること。

自立支援給付専門官 1．介護給付、訓練等給付の費用の額の算定に係る基準（報酬）に関する専門的。
技術的事項に関すること。

2．報酬に係る関係団体との調整に関すること。

障害福祉専門官（3） 1．身体障害に係る専門技術指導に関すること。

2．知的障害に係る専門技術指導に関すること。

3．障害者の就労に係る専門技術指導に関すること。

4．障害児に係る専門技術指導に関すること。
5．障害者ケアマネジメントに係る専門技術指導に関すること。
6．サービス管理責任者に係る専門技術指導に関すること。

就労支援専門官 1．障害者の就労支援に係る専門的事項に関すること。

相談支援専門官（併） 1．障害者（児）の相談支援に係る専門的事項に関すること。

障害保健専門官（併） 1．精神障害に係る専門技術指導に関すること。
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’ [障害福祉課障害児・発達障害者支援室］

｜
｜
’

’
1

’

’

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

室長補佐 企画調整係

障害児支援係

1．室の庶務的事項及び室の所掌で他の係に属さない事務に関すること。

1．障害児の福祉に関すること。

2．障害児通所支援及び障害児入所支援に関すること （人員配置、設備及び運営の

基準に関することを除く｡） 。

3. ,重症心身障害児（者）に関すること。
4．療養介護に関すること。

室長補佐（併） 発達障害者支
援係

基準・指導係

1．発達障害者の支援に係る予算の編成及び執行に関すること。
2．発達障害者の支援に関する情報の提供その他必要な援助に関すること。

3．発達障害者の支援の普及及び啓発に関すること。

4．発達障害に関する専門的知識を有する人材の確保、研修等に関すること。

5．発達障害の原因の究明、調査研究に関すること。

1．障害児支援全体に係る企画・立案及び技術的事項に関すること。
2．障害児支援の推進のために必要な他制度との調整及び関係機関等との調整に関

すること。

3．障害児支援の取組状況の把握及び地方公共団体等への情報提供に関すること。

4．障害児通所支援及び障害児入所支援の人員配置、設備及び運営の基準に関する
こと ◎

室長補佐（併） 企画法令係

(併）

1．法令の制定、改廃等に関すること。

2．法人の認可・指導等に関すること。

3．利用者負担に関すること。

障害児支援専門官 1．障害児支援に係る専門的事項に関すること。

発達障害対策専門官 1．発達障害者に対する診断・治療及び介助方法等に関すること。

2．発達障害者に対する社会生活適応に係る支援に関すること。
◆

3．発達障害者の地域における支援体制の整備等に関すること。

障害福祉専門官（3うち併3） 1．身体障害に係る専門技術指導に関すること。
2．知的障害に係る専門技術指導に関すること。

3．精神障害に係る専門技術指導に関すること。
4．障害者ケアマネジメントに係る専門技術指導に関すること。
5．サービス管理責任者に係る専門技術指導に関すること。

発達障害施策調整官 1．発達障害者支援法に基づく情報共有の仕組みにかかる省内他部局及び文部科学
省等との調整、普及促進に関すること。
2．発達障害者支援法に基づく発達障害者支援地域協議会にかかる設置・運営に関
する助言・指導に関すること。

3． 自治体や関係機関等からの困難事例に対する相談指導及び関係省庁間の連絡会
蟻・事務打合せ等に関すること。

4．都道府県や市町村の支援体制整備、早期発見・早期対応についての地域の現状
分析及び格差の是正に関すること。



‘

[障害福祉課地域生活支援推進室］

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

室長補佐 地域移行支援

係

1．障害者の地域移行に関すること。
2． 自立訓練事業に関すること。

3．共同生活介護・共同生活援助事業に関すること。

室長補佐 相談支援係

虐待防止対策

係

調査・分析係

1．障害者（児）等に対する相談支援事業に関すること。

2．障害者ケアマネジメントに関すること。
3．サービス管理責任者の養成確保、研修等に関すること。

1．障害者虐待の防止等に係る関係機関の連携強化及び支援等の体制整備に関する
こと。

2．障害者虐待の防止等に係る人材の確保及び資質の向上のための研修等に関する
こと。

3．障害者虐待の防止等に係る通報義務等の広報・啓発に関すること。

4．障害者虐待の防止等に係る調査及び研究に関すること。

5．成年後見制度の利用促進に関すること。

1．障害者（児）等の計画作成手法に関すること。
2．指定障害福祉サービス等の支給水準に関すること。

3．障害者（児）等に対する相談支援に係る調査及び分析に関すること。

室長補佐（併） 企画法令係

(併）

1．法令の制定、改廃等に関すること。

2．法人の認可・指導等に関すること。

3．利用者負担に関すること。

相談支援専門官 1．障害者（児）の相談支援に係る専門的事項に関すること。

虐待防止専門官 1．障害者虐待の防止に係る専門的事項に関すること。

人材確保対策専門官 1．障害福祉サービスにおける人材確保対策に係る専門的事項に関すること。

地域移行支援専門官（併） 1．障害者の地域移行に係る専門的事項に関すること。

障害福祉専門官（3うち併3） 1．身体障害に係る専門技術指導に関すること。
2．知的障害に係る専門技術指導に関すること。

3．精神障害に係る専門技術指導に関すること。

4．障害者ケアマネジメントに係る専門技術指導に関すること。
5．サービス管理責任者に係る専門技術指導に関すること。
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[精神・障害保健課］
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課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

課長補佐 総務係

医療財政係

1．課の庶務及び課の所掌で他に属しないものに関すること。

2．医道審議会医師分科会精神保健指定医資格審査部会の庶務に関すること。
3．栄典、表彰及び各種大会に関すること。

1．課の予算の編成及び執行の総括に関すること。
2．関係団体の指導育成に関すること。
3．精神保健福祉の広報に関すること。

課長補佐 企画法令係 1．法令の制定、改廃、解釈、運用及び関係法令との調整に関すること。

2．公益法人の指導監督に関すること。
3．課の重要事項に係る企画調整に関すること。

課長補佐 精神医療係

地域

係

精神医療

1．精神障害者の医療及び保護並びに精神科病院等の指導監督に関すること。 （自

立支援医療係及び地域精神医療係に属するものを除く）
2．精神保健指定医の指定、研修及び指導監督に関すること。
3．精神保健実態調査の調査統計に関すること。

4．医道審織会医師分科会精神保健指定医資格審査部会の資料作成に関すること。

1．精神障害者の在宅医療に関すること。

2．精神障害者の訪問支援に関すること。

3．精神障害者の退院促進に関すること。
4．精神障害者及びその家族等に対する退院後の支援に関すること。
5．精神科救急医療体制の整備に関すること。

6．地域精神保健医療計画に関すること。

課長補佐 自立支援医療

係

精神医療施設

係

1．精神障害者の公費負担医療に関すること。

2．精神医療費の適正化に係る指導に関すること。
3．更生医療に関すること。

4．育成医療に関すること。

1．公的精神科病院の整備及び運営に係る予算の編成及び執行に関すること。
2．精神保健福祉センター等の整備及び運営に係る予算の編成及び執行に関するこ
と ｡

3．精神科病院等の地方債及び融資に関すること。
4．認知症のための医療施設等の整備に関すること。
5．精神科病院等の医療従事者の確保及び研修に関すること。

6．地域の精神障害者の支援体制の整備に関すること。
7．精神障害者関係施設の調査統計に関すること。
8．認知症の医療研究及び施設設置基準等に関すること。

課長補佐（併） 障害支援区分

係

1．障害支援区分に関すること。
2．専門職員の研修に関すること （他の係の所掌を除く｡)。

地域移行支援専門官 1．精神障害者の退院促進に関する関係機関との調整・連絡に関すること。
2．精神障害者の退院促進に関する調査研究に関すること。
3．精神障害者の退院促進支援のための研修及び計画に関すること。

相談支援専門官 1．精神障害者・家族に対する相談支援施策に係る情報の収集・提供、調査研究及
び企両立案に関すること。

2．精神障害者・家族に対する相談支援に関する専門的技術指導に関すること。
3．精神疾患に係る相談支援に必要な専門的な知織及び技術を有する従事者の育成
に関すること。

4．相談支援施策に係る関係省庁・省内関係部局、地方自治体、関係団体等との連
携・調整に関すること。

訟務専門官 1．精神保健医療関係の訴訟事務に関すること。

2．精神保健医療関係の不服申立てに関すること。 ‘
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[精神・障害保健課医療観察法医療体制整備推進室］

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

室長補佐（併） 指導係 1．精神保健判定医等の名簿の作成及び送付に関すること。
2．精神保健審判員、精神保健参与員、指定医療機関従事者その他の法執行に必要
な者に対する研修に関すること。

3．診療報酬の額の決定及び支払等に関すること。

4．保護監察所等の関係機関相互間の連携に関すること。
5．予算の編成及び執行に関すること。

室長補佐 調査係

社会復帰支援

係

1．指定医療機関の指定等に関すること。
2．指定医療機関の検査等に関すること。
3．社会保障審繊会(処遇改善の請求による審査に係る事項に限る）に関すること。
4．指定医療機関の情報管理に関すること。
5．指定医療機関決定及び対象者の移送に関すること。

1．対象者の退院促進及び地域移行支援に関すること。

2．通院医療体制の確保に関すること。

医療観察調整官 1．指定医療機関に対する指導監査に関すること。

2．特別指導藍香に関すること。
3．対象者の処遇改善に関すること。

4．指定入院医療機関の病床確保に関すること。
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[精神・障害保健課心の健康支援室］
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[精神・障害保健課依存症対策推進室］

1

｜
’

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

室長補佐（併） 障害保健係

指導係

心の健康係

1．精神保健福祉士法の施行に関すること。

2．精神保健福祉手帳に関すること。

3．精神保健福祉相談員に関すること。

4．精神障害者社会復帰促進センターの指導・監督に関すること。

5．社会復帰相談事業及び精神障害者社会適応訓練事業に関すること。

1． うつ病等対策に関する施策の企画立案並びに各省庁及び関係団体等との調整に
関すること。

2．医療機関等に対する医療提供体制に関すること。

3．室の庶務的事項及び室の所掌事務で他に属さない事務に関すること。

4．地域連携体制の構築に関すること。

5． メンタルヘルス対策・職場復帰支援に関すること。

1．心の健康維持のための知織の普及・啓発に関すること。

2． 自殺未遂者に対する精神保健医療分野における支援に関すること。
3．心の健康に関する情報収集・解析等に関すること。
4．災害、事故及び犯罪等発生時における心の健康維持及び心のケアの実施体制の
構築並びに被災者の支援に関すること。

心の健康づくり対策官 1．心の健康づくり施策の策定及び関係機関との調整・連絡に関すること。

2．心の健康づくりに係る調査研究開発に関すること。

3．心の健康づくりに係る研修及び教育計画に関すること。

障害保健専門官（併） 1．精神障害に関する医学的専門技術の指導に関するこ,と。

2．精神保健福祉士の国家試験に関すること。

PTSD専門官 1. PTSDの専門家の育成・指導に関すること。
2. PTSDに関する知織の普及・啓発に関すること。

3． PTSDに係る調査研究開発に関すること。

4. PTSDに関する情報収集・解析等に関すること。

5. PTSDの専門の診療体制の整備に関すること。

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

室長補佐

(3うち併2）

依存症対策係

主査

1．依存症対策に関する施策の企画立案並びに各省庁及び関係団体等との調整に関
すること。

2．依存症に関する知識の普及・啓発に関すること。

3．依存症患者及びその家族等に対する支援に関すること。

1．依存症に関する情報収集、鯛査、分析に関すること。
2．依存症に関する知識の普及・啓発に関すること。

3．依存症に関する専門的知織を有する人材の確保、研修等に関すること。

依存症対策専門官（2） 1．依存症患者の医療体制、臨床医療体制、臨床医学研究及び研修計画に関するこ
と ◎

2．依存症の総合的情報の収集、解析及び評価に関すること。

相駿支援専門官（併） 1．依存症患者・家族に対する相談支援施策に係る情報の収集・提供、鯛査研究及

び企画立案に関すること。

2．依存症患者・家族に対する相談支援に関する専門的技術指導に関すること。
3．依存症に係る相談支援に必要な専門的な知識及び技術を有する従事者の支援．
育成に関すること。

4．依存症に関する相談支援施策に係る関係省庁・省内関係部局、地方自治体、関

係団体等との連携・調整に関すること。
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課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

室長補佐 企画調整係

資格・試験係

(併）

1．公認心理師に関する施策の企画立案及び関係省庁、関係団体等の調整に関する
こと ◎

2．法令の解釈、運用及び関係法令との調整に関すること。

3．室の庶務的事項及び室の所掌事務で他の係に属さない事務に関すること。

1．公認心理師の国家試験に関すること。

2．公認心理師指定試験機関及び指定登録機関の指導監督に関すること。
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3．再任用短時間勤務職員の職名、定数等
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課等の名称 職名 定数 所掌事務

援護企画課

中国残留邦人等支援室

中国残留邦人等

調査専門官

1 1．中国残留邦人等の専門的な調査に関すること。

援護・業務課 資料調査官

給付調査官

4

1

1． 旧陸海軍部隊関係資料等の調査等に関すること。

1．戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法等の調

査等に関すること

事業課

事業推進室

事業調査官 5 1．慰霊事業に係る調査等に関すること。

精神・障害保健課 訟務専門官 1 1．精神保健医療関係の訴訟事務に関すること。

2．精神保健医療関係の不服申立てに関すること。
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